
Information

大
河
原
駅
前
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

セ
ン
タ
ー（
オ
ー
ガ
）

　

２
階
研
修
室

●
相
談
員

・
弁
護
士
（
仙
台
弁
護
士
会
民
事

介
入
暴
力
対
策
委
員
会
）

・
警
察
官
（
宮
城
県
警
察
本
部
刑

事
部
暴
力
団
対
策
課
）

・
相
談
委
員
（
公
益
財
団
法
人
宮

城
県
暴
力
団
追
放
推
進
セ
ミ

ナ
ー
）

●
相
談
内
容

　

不
当
な
金
品
要
求
、
飲
食
店
等

に
対
す
る
用
心
棒
代
等
要
求
、
債

権
取
立
、
交
通
事
故
等
へ
の
示
談

介
入
、
ヤ
ミ
金
融
、
架
空
請
求
、

書
籍
の
購
読
要
求
、
エ
セ
右
翼
・

エ
セ
同
和
問
題
等
、
暴
力
団
組
織

か
ら
の
組
抜
け
、
そ
の
他
暴
力
団

問
題
等
に
関
す
る
相
談
は
何
で
も

応
じ
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

・
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
暴
力
団

追
放
推
進
セ
ミ
ナ
ー

　

☎
０
２
２（
２
１
５
）５
０
５
０

・
宮
城
県
警
察
本
部
刑
事
部
暴
力

団
対
策
課

　

☎
０
２
２（
２
２
２
）８
９
３
０

　

労
働
者
（
ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）

を
１
人
で
も
雇
用
し
て
い
る
事
業

　

11
月
12
日
（
土
）

　

開
演
：
午
後
２
時

　
（
開
場
：
午
後
１
時
30
分
）

●
料
金

　

大
人　

２
，
５
０
０
円

　

小
中
校
生　

１
，
０
０
０
円

　
（
当
日
３
０
０
円
増
）

※
未
就
学
児　

無
料

●
会
場

　

蔵
王
町
ふ
る
さ
と
文
化
会
館

　

ご
ざ
い
ん
ホ
ー
ル

●
主
催

　

ほ
う
ね
ん
座
公
演
実
行
委
員
会

●
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　

ほ
う
ね
ん
座
公
演
実
行
委
員
会

　

事
務
局
長　

金
峰　

照
美

　
☎
０
９
０（
６
８
５
５
）２
６
２
０

　

相
続
し
た
不
動
産
（
土
地
・
建

物
）
に
つ
い
て
相
続
登
記
は
、
不

動
産
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
法
務

局
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　

長
い
間
、
相
続
登
記
を
し
な
い

ま
ま
で
い
る
と
、
更
に
２
次
３
次

の
相
続
が
発
生
し
、
手
続
き
が
ま

す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
災
害
復
旧
な
ど
の
緊
急

性
の
あ
る
公
共
事
業
が
遅
れ
る
と

い
っ
た
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね

ま
せ
ん
。

　

ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
も
、
早
め
に
相
続
登
記
を
し
ま

し
ょ
う
。

●
お
問
い
合
わ
せ

○
宮
城
県
司
法
書
士
会

〈
無
料
電
話
相
談
〉

　

月
曜
～
金
曜
日
（
除
く
祝
日
）

　

午
後
１
時
～
午
後
８
時

・
相
談
専
用
電
話

　

☎
０
２
２（
２
２
１
）６
８
７
０

・
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０（
２
１
６
）８
７
０

○
仙
台
法
務
局
大
河
原
支
局

（
相
続
登
記
は
予
約
制
）

・
予
約
電
話
番
号

　

☎
０
２
２
４（
５
２
）６
０
５
３

　

東
北
財
務
局
で
は
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
や
ロ
ー
ン
な
ど
の
借
金
返
済
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

専
門
相
談
員
が
相
談
者
の
お
悩

み
に
丁
寧
に
お
聞
き
し
、
問
題
の

解
決
に
向
け
ア
ド
バ
イ
ス
等
を
行

う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
弁

護
士
・
司
法
書
士
な
ど
の
専
門
家

に
引
継
ぎ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
い

た
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
お
電
話
で
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象

主
は
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇

用
保
険
）
に
加
入
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。（
農
林
水
産
の
一
部
の

事
業
は
除
き
ま
す
。）

　

労
働
保
険
の
う
ち
労
災
保
険

は
、
労
働
者
の
方
が
業
務
上
又
は

通
勤
途
上
の
災
害
に
よ
り
被
災
し

た
場
合
に
、
療
養
等
に
対
す
る
給

付
や
社
会
復
帰
の
た
め
の
援
助
を

行
う
制
度
で
す
。
雇
用
保
険
は
、

労
働
者
の
方
が
失
業
し
た
場
合
に

再
就
職
の
た
め
の
給
付
を
行
う
ほ

か
、
失
業
の
予
防
並
び
に
高
齢
者

や
障
害
者
な
ど
就
職
が
困
難
な
方

の
雇
用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
援

助
を
行
う
制
度
で
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
白
石

　

☎
０
２
２
４（
２
５
）３
１
０
７

　

ほ
う
ね
ん
座
は
１
９
６
４
年
に

地
元
宮
城
県
で
誕
生
し
、
日
本
に

古
く
か
ら
伝
わ
る
民
俗
芸
能
で
舞

台
創
造
し
上
演
活
動
を
し
て
い
る

民
族
歌
舞
団
で
す
。

　

２
０
１
４
年
に
創
立
50
周
年
を

迎
え
、
実
行
委
員
会
を
組
織
し
、

50
周
年
記
念
作
品「
豊
稔
ま
つ
り
」

を
公
演
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
来

場
く
だ
さ
い
。

●
開
催
日

民
族
歌
舞
団
ほ
う
ね
ん
座

「

豊

稔

ま

つ

り

」

「
未
来
に
つ
な
ぐ
相
続
登
記
」

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
？

返
し
き
れ
な
い
借
金
で

悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

11
月
は
労
働
保
険
適
用

促
進
強
化
期
間
で
す
！

借
金
返
済
で
お
悩
み
の
個
人
の

方
（
自
営
業
の
方
含
む
）

●
受
付
期
間

　

月
曜
～
金
曜
日

　
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

　

午
前
９
時
～
午
後
０
時
、

　

午
後
１
時
～
午
後
５
時

　
（
原
則
と
し
て
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　

東
北
財
務
局
金
融
監
督
第
三
課

　

多
重
債
務
相
談
窓
口
（
直
通
）

　

☎
０
２
２（
２
６
６
）５
７
０
３

　　

平
成
28
年
11
月
の
広
報
テ
ー
マ

は
「
裁
判
員
制
度
～
ま
も
な
く
名

簿
記
載
通
知
を
発
表
し
ま
す
！
」

で
す
。

　

詳
し
く
は
、
最
高
裁
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（http://w
w

w.courts.go.jp/

）

●
お
問
い
合
わ
せ

・
仙
台
地
方
裁
判
所
事
務
局

●
お
問
い
合
わ
せ

　
（
独
）勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

　

中
小
企
業
退
職
金

　

共
済
事
業
本
部

　

☎
０
３（
６
９
０
７
）１
２
３
４

　

Ｆａｘ
０
３（
５
９
５
５
）８
２
１
１

　

早
期
再
就
職
に
向
け
た
職
業
訓

練
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

●
募
集
訓
練
科
名
（
定
員
）

・
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
科
（
15
）

・
住
宅
建
築
工
事
科
（
15
）

・
電
気
・
情
報
通
信
工
事
科

（
15
）

・
ビ
ル
設
備
サ
ー
ビ
ス
科
（
18
）

・
生
産
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術

科
（
30
）

●
訓
練
期
間　
６
ヶ
月

　

平
成
29
年
１
月
５
日
（
木
）
～

　

平
成
29
年
６
月
29
日
（
木
）

●
受
講
料　
無
料

（
テ
キ
ス
ト
代
等
は
自
己
負
担
）

●
募
集
期
間

　

11
月
10
日
（
木
）
ま
で

※
居
住
地
を
管
轄
す
る
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
（
公
共
職
業
安
定
所
）

を
通
じ
申
込
み
く
だ
さ
い
。

●
入
所
選
考
日

　

11
月
16
日
（
水
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
宮
城

　

訓
練
課　

多
賀
城
実
習
場

　

☎
０
２
２（
３
６
２
）２
４
５
４

　

総
務
課
広
報
係
（
直
通
）

　

☎
０
２
２（
２
２
２
）６
１
１
５

・
仙
台
家
庭
裁
判
所
事
務
局

　

総
務
課
庶
務
係
（
直
通
）

　

☎
０
２
２（
７
４
５
）６
２
０
３

　

本
制
度
は
、
中
小
企
業
で
働
く

従
業
員
の
退
職
金
制
度
で
す
。

●
国
の
制
度
だ
か
ら
安
心
・
確
実

・
新
規
加
入
や
掛
金
月
額
を
増
額

す
る
場
合
、
掛
金
の
一
部
を
国

が
助
成
し
ま
す
。

・
掛
金
は
全
額
非
課
税
で
、
手
数

料
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

●
外
部
積
立
型
だ
か
ら
管
理
が
簡

単
・
従
業
員
ご
と
の
納
付
状
況
や
退

職
金
試
算
額
を
事
業
主
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

◎
パ
ー
ト
さ
ん
も
ご
加
入
い
た
だ

け
ま
す
。

平
成
29
年
１
月
入
所

公
共
職
業
訓
練
受
講
生
募
集

中
小
企
業
退
職
金

共
済
制
度
に
つ
い
て

裁

判

所

か

ら
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